
 1

 

                                  2018 年 4 月 1 日 

                    

内部統制システム構築の基本方針 

 

 

１．当会社及び当社子会社（以下、当社グループという）の取締役及び使用人の職務の執行が

法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 （１）当社グループは、企業の社会的責任を果たすために行動憲章を制定し、役職員等が遵

守すべき規範として企業倫理規程及びコンプライアンス管理規程を定める。 

 （２）当社グループは、内部通報制度規程を定め、内部通報による不正行為等の早期発見及

び是正を図るとともに、通報者の保護を行う。 

（３）当社グループの取締役は、コンプライアンス体制の確立が経営の根幹であることを深

く自覚し、率先して誠実に行動憲章、企業倫理規程等を遵守する。また、内部統制委

員会委員会を設置し法令等遵守体制を整備し、役職員等への遵法意識の浸透及び定着

を図る。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 （１）当社グループは、取締役会議事録、稟議書等、取締役の職務の執行に係る情報につい

ては、文書管理規程及び情報管理諸規程に従い保管、管理する。 

 （２）上記の文書管理規程及び情報管理諸規程については、業務の適正を確保するための体

制の整備の観点より見直し、必要な改訂を行う。 

 

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 （１）当社グループは、危機発生への速やかな対応を図るため、経営危機管理規程、リスク

管理規程、その他関連規程を定め、グループ全体の危機管理体制を整備する。 

 （２）品質、安全、環境、コンプライアンス、損益等の主なリスクに対応するため、社内横

断的な内部統制委員会を設置し、リスクの未然防止や再発防止等を的確に行える体制

を整備する。 

 

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 （１）当社グループは、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

として、取締役会を月 1 回開催し、また必要に応じて随時開催することにより、重要

事項の決定及び業務の執行の監督を行う。 

（２）業務執行機能の責任と権限を明確にするために執行役員制度を導入し、取締役会の活

性化と意思決定の迅速化を図る。 

（３）代表取締役の指名する者をもって構成する経営会議を設置し、当会社及び当社グルー

プ全体の経営方針、重要課題、対処すべき事業等のリスクについて審議を行い、迅速

な意思決定を行うための体制を整える。 
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（４）取締役会規程、職務権限規程、その他関連規程により、取締役の合理的な業務分掌、

チェック機能を備えた権限、意思決定及び指揮命令系統を整備する。また、子会社に

おいてもこれに準拠した体制を構築する。 

 

５．当社子会社の取締役等の職務執行にかかる事項の当社への報告に関する事項 

 （１）当社子会社については、国内関係会社管理規程、海外関係会社管理規程により、自社

の事業の経過、財産の状況その他重要な事項について、当社へ定期的に報告する体制

を構築する。 

 （２）子会社等のリスク情報の有無を監査するため内部監査室を中心とした、定期的な監査

を実施する体制を構築する。監査の結果、子会社等に損失の危険の発生を確認した場

合には、ただちに取締役、監査等委員会、その他担当部署に報告される体制を構築す

る。 

 

６．監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該

取締役及び使用人に関する事項 

当社は監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を求めた

場合には、必要な取締役及び使用人を配置する。 

     

７．前項の取締役及び使用人の取締役（当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。）か

らの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関

する事項 

 （１）前項の使用人の任命及び人事に関しては、監査等委員会の承認を必要とする。 

（２）当該使用人は、他部門の使用人を兼務することができず、その指揮命令系統は監査等

委員会とする。 

 

８．当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委

員会への報告に関する体制 

 （１）監査等委員会が内部統制の実施状況を監査するため、当社グループの役職員等から、

いつでも報告を受けることができる体制を整備する。また、内部通報制度により役職

員等の法令等違反行為を監査等委員会に報告する体制とする。 

（２）当社コンプライアンス担当役員は、当社監査等委員会に内部通報の状況等について報

告する。 

（３）当社グループは、上記の報告を行った役職員等に対し、当該報告を行ったことを理由

として不利な取扱を行うことを禁止する。 

 

９．監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払いを請求したときは、請求にかかる

費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除

き、これを拒むことはできない。 
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10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 （１）監査等委員会が選定する監査等委員が、取締役会、その他重要な会議に出席する等、

代表取締役及び取締役並びに執行役員等と定期的に意見交換を行う場を確保する。 

（２）監査等委員会は、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、内部監査室、コー

ポレート本部その他の各部門に監査の協力を求めることができる体制を整備する。 

 

11．反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況 

  当社グループは、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び

団体との関係を一切遮断し、それらの活動を助長させたり、経済的利益を含む一切の

利益を供与することに荷担しないことを基本方針とする。 

役職員等に「反社会的勢力との対応要領」を明文化し周知徹底を行う。また取引先等

の契約書に反社会的勢力排除条項を加え、反社会的勢力との関係を遮断する。 

 

 

 

以 上 


